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令和３年度 事業報告書 

 

令和３年度に入っても新型コロナウイルス感染症の世界的流行は収まらず、その影響は

依然として不透明で予断を許さない状況が続いているが、社会、経済活動の平常化とともに

徐々に市場回復が期待されているところである。 

このような状況の中、当センターの業務の柱である巡回指導については、各年度内に一巡

する方針に基づき感染防止に努めながら積極的に業務に取り組んできた。 

また、センターの法人運営については新型コロナウイルス感染症の影響等により更に厳

しい運営になることが予測されたため、不測の事態にあっても臨機応変な対応が可能とな

るよう令和３年６月から常務理事体制を導入し、センターの組織体制の整備に取り組んで

きた。 

令和３年度における主な事業概要は以下のとおりである。 

 

① 巡回指導業務については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けながらも概ね

順調に取り組むことができた。また、令和３年度より訪問での巡回指導が難しい場

合の非対面方式による巡回指導も始まり、６事業者（うちバス協会２事業者）に対

し実施した。 

また、業務委託をしている各地方バス協会の巡回指導についてもこのような状況

の中、概ね順調に実施することができた。 

② 負担金については令和３年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けたが、前

年度と同程度の納付状況となった。未納付事業者に対しては、現在督促を行ってい

るところである。 

③ 事業者への啓発活動、広報活動については、引き続き啓発メッセージ入りのエチケ

ット袋を巡回指導時に配布し、貸切バス利用者の意識啓発を行った。 

④ センターの組織整備については、常務理事体制を導入し緊急な事態にも対応できる

よう体制を整えた。 

⑤ 上記の事業を推進するに当たり、評議員会を２回、理事会を４回、適正化事業諮問

委員会を２回開催し、迅速な意思決定を行うことに努めた。 

  

以上、令和３年度の事業は長引く新型コロナウイルス感染拡大による影響が懸念され

る状況の中、できる限り巡回指導等を実施した。 

各業務項目については、以下のとおりである。 

 

１ 巡回指導業務 

（１）巡回指導 

適正化事業の実施にあたっては、関東運輸局及び地方バス協会等との連携を図

り、センター及び地方バス協会において１，３８２の事業所に巡回指導を実施し

た。 
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巡回指導結果については、行政へ速報する重大違反案件は１件あった。また、

６４２事業所に改善要請を行ったが、改善報告を行わない事業者が１社、改善報

告に未改善事項が確認された事業者が２社あり、関東運輸局に報告した。 

本年度の巡回指導実施実績及び指導項目は次表のとおり。 

 

巡回指導実施実績数（関東運輸局管内） 

令和３年度 

 

実施計画 

営業所数 

（カ所） 

 

実施営業

所数 

（カ所） 

内  訳 

センター分 

（カ所） 

地方バス協会委託分

（カ所） 

計画件数 実施件数 計画件数 実施件数 

４月 １２４ １２９ ５０ ５６ ７４ ７３ 

５月 １２４ ８８ ５０ ２９ ７４ ５９ 

６月 １２４ １１１ ５０ ４０ ７４ ７１ 

７月 １１７ １００ ４７ ２９ ７０ ７１ 

８月 １１７ １６ ４７ ２ ７０ １４ 

９月 １２４ １０５ ５０ ５５ ７４ ５０ 

１０月 １２４ １７６ ５０ ７４ ７４ １０２ 

１１月 １２４ １６４ ５０ ７４ ７４ ９０ 

１２月 １２４ １５９ ５０ ７１ ７４ ８８ 

１月 １２４ １１５ ５０ ４４ ７４ ７１ 

２月 １２４ １３０ ５０ ４６ ７４ ８４ 

３月 １２４ ８９ ５０ １４ ７４ ７５ 

計 １,４７４ １,３８２ ５９４ ５３４ ８８０ ８４８ 

 
指導項目 

区 分 件 数 
事業計画等 ３２ 
帳票類の整備・報告等 １９５ 
運行管理等 １,１５６ 
運送引受書及び営業区域・運賃 ３９３ 
車両管理等 １００ 
労働基準法等 ９８ 
任意保険加入 １１ 
苦情処理  ０ 

運輸安全マネジメント等 １３２ 

その他 ３４ 
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（２）適正化事業指導員の資質の維持、向上 

    外部講師及び関東運輸局担当官による研修を実施し、資質の維持、向上を図っ

た。 

（３）関東運輸局、センター、地方バス協会との定例会議 

関東運輸局、センター及びセンターが実施する巡回指導業務の一部を委託して

いる地方バス協会とで開催してきた、巡回指導業務の進捗状況、問題等を把握す

るための定例会議については、令和３年度も新型コロナウイルス感染症の影響に

より開催を見送った。会議は実施できなかったが、電話、メール等で情報共有を

図り、円滑な遂行に努めた。 

 

２ 負担金取扱業務 

   負担金については対象全事業者の約８９％の納付（令和４年３月３１日現在）と 

なったが、残りの未納事業者に対しては、今後督促して納付を推進し、これに応じ 

なかった事業者に対しては速やかに行政に通報することとしている。 

 

３ 苦情処理 

   令和３年度は、旅客からの苦情は寄せられなかった。 

 

４ 啓発活動及び広報活動 

 貸切バス事業に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動につい

ては、引き続き、車内に設置するエチケット袋に啓発メッセ―ジを印字したものを 

巡回指導先の貸切バス事業者に配布し、活用していただくよう案内した。 

 

５ 総務業務 

 総務業務については、関係法令及び定款に基づいて評議員会及び理事会を開催し 

 審議結果に基づき業務を推進した。また、法定委員会である適正化事業諮問委員会

についても適宜開催し、審議結果に基づき事業を実施するよう努めた。併せて、定

款等を変更し常務理事体制を整備して、コロナ禍における巡回指導の対応、負担金

の納付状況への対応等、適時適切な運営体制を取れるよう努めた。 

また、令和３年度は、理事、監事、評議員、適正化事業諮問委員とも改選の時期

に当たり、改選の手続き等滞りなく行うことができた。 

    

○会議  

令和３年度は次のとおり会議を開催した。 

 

（１）評議員会、理事会の開催 

 

＜１＞ 評議員会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２回） 

【第一回定時】令和３年６月２２日（火） 
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議  題  ・「令和２年度事業報告」の報告について 

・「令和２年度収支決算」の承認について 

・定款の一部変更について 

・役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の一部改正に 

ついて 

         ・評議員の選任について 

         ・理事の選任について 

         ・監事の選任について 

報告事項  ・令和３年度第１回理事会、第２回理事会の審議内容について 

【第二回臨時】令和４年３月１４日（月）  

   報告事項   ・評議員の選任について 

議  題   ・評議員長の選定について 

・令和４年度事業計画、収支予算及び資金計画等について 

 その他報告事項 ・理事会の審議内容について 

        （令和３年度第３回、第４回理事会） 

       ・諸規程の一部改正について 

       ・巡回指導実施状況について 

       ・令和３年度負担金の納付状況について 

 

＜２＞理事会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（４回） 

【第一回】 令和３年５月１１日（決議の省略による開催） 

議  題 ・適正化事業諮問委員の選任について 

【第二回】 令和３年５月２６日（水） 

議  題 ・令和２年度事業報告及び収支決算について 

     ・定時評議員会の招集について 

       「令和２年度事業報告」の報告について 

       「令和２年度収支決算」の承認について 

       定款の一部変更について 

       役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程の一部改正 

       について 

       評議員の選任について 

       理事の選任について 

       監事の選任について 

報告事項 ・理事長の職務執行状況について 

【第三回】 令和３年６月２４日（木） 

議  題 ・理事長の選定について 

     ・常務理事の選定について 

報告事項 ・令和３年度第１回適正化事業諮問委員会の審議内容について 

     ・令和３年度第１回定時評議員会の審議内容について 

【第四回】 令和４年２月２８日（月） 

議  題 ・令和４年度事業計画、収支予算及び資金計画について 
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・令和４年度負担金の額及び徴収方法について 

・地方バス協会に巡回指導業務の一部を委託する契約について 

・諸規程の改正について 

・臨時評議員会の招集について 

報告事項 ・理事長及び常務理事の職務執行状況について 

     ・巡回指導実施状況について 

     ・令和３年度負担金の納付状況について 

 

（２）委員会の開催 

＜適正化事業諮問委員会＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２回） 

【第一回】 令和３年６月７日（月） 

 報告事項 ・諮問委員の選任について 

議  題 ・諮問委員長の選定について 

・令和２年度事業報告及び収支決算について 

その他報告事項・定時評議員会（令和３年６月２２日開催予定）決議事項について 

【第二回】 令和４年３月１４日（月） 

議  題 ・令和４年度事業計画、収支予算及び資金計画について 

・令和４年度負担金の額及び徴収方法について 

報告事項 ・諸規程の改正について 

・巡回指導実施状況について 

・令和３年度負担金の納付状況について 

 

６ 寄附金による活動 

  貸切バス事業者を対象に運行管理者向けの指導監督講習会を令和４年３月２日（栃

木県）、４日（山梨県）、７日（群馬県）、８日（栃木県）、１０日（群馬県）、 

１４日（茨城県）、２３日（茨城県）に開催し、合計３７０名の管理者等が受講した。 

   また、適正化事業指導員の資質向上を目的とした研修を３月１８日に実施し、４７

名が受講した。  

  （１）外部講師による研修 

      タイトル「法令を守る以上の法令を使って運転士を守る」 

（２）関東運輸局担当官による研修 

     タイトル「最近の貸切バス事業の情勢に関する情報提供」 

 

７ 令和３年度「全国貸切バス適正化機関」連絡会議への出席（オンライン） 

  令和３年１１月１５日（月）国土交通省主催の全国貸切バス適正化機関連絡会議が

オンラインで開催され、全国の適正化機関と巡回指導、負担金納付等に係る情報交換、

意見交換等を行った。センターからは、理事長、常務理事、適正化事業指導員が出席

した。 
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８ 地方バス協会との業務委託制度の検討 

   令和３年４月にバス協会毎に打ち合わせを行った結果、各バス協会とも業務委託

制度の存続を強く望んでいることから、当分の間は現状維持を続けることとした。 

 

９ 事業活動への評価について 

（１）センターの事業運営の総括 

  〇貸切バス事業の適正化を推進し、輸送の安全及び利用者の利便確保を図ることを

目的に平成２９年４月関東貸切バス適正化センターはスタートし、５年が経過し

た。 

  〇指導員及び事務職員も適宜増員し、適切な業務推進体制の整備を進め、更に令和

３年６月より常務理事体制を導入し、より効率的かつスピーディな体制整備を図

ってきたところである。 

〇令和２年から新型コロナの影響等により事業者数が減少及び負担金の未納者の

増加等による事業収入が減少した結果、経営基盤の脆弱性が顕在化し、事業運営

の圧迫が懸念されているところである。 

〇さらに新型コロナの影響が長期化した場合には、安定的な事業運営の観点から負

担金の在り方等に関する議論が必要と考える。 

    

（２）巡回指導の効果 

  〇平成２９年８月から巡回指導を開始し、令和元年度までは当センターの体制整備

の進捗に合わせて巡回指導数も順調に推移してきた。 

 

巡 回 指 導 数 の 推 移  

 H29 年度 H30 年度 Ｒ1年度 Ｒ2年度 Ｒ3年度 合 計 

関 東 386 917 1,213 1,354 1,382 5,252 

全 国 1,102 2,630 3,168 2,548 4,229 

（速報値） 

13,677 

(速報値) 

（軽井沢スキーバス事故対策フォローアップ会議資料より） 

 

  〇令和２年度は新型コロナウィルス感染症の蔓延防止の観点から、巡回指導を控え

たこと等により、他地域の適正化センターの実施率は対令和元年度比約６１％

（令和２年度実績値）と減少となっているが、当センターでは指導員等の努力に

より１１２％（令和２年度実績値）と増加している。また、この実績は全国の実

施件数の５３％を占めている。（令和３年度は全国の３３％） 

  〇令和３年度は、一部地域で緊急事態宣言等による影響がみられたものの、原則年

１回の全営業所の巡回指導をほぼ計画どおり実施した。 

   全国的にも営業所数と巡回指導回数が近似していることから、年１回の全営業所

の巡回指導体制がほぼ確立したものと推測される。 

  〇巡回指導も５年を経過し、事業者からセンターに相談が寄せられるなど信頼関係

が構築されるとともに事業者の安全意識に変化が表れ、結果として安全風土の醸

成に大きく寄与してのではないかと認識している。 
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  〇貸切バス事業者側に主たる責任がある人身事故件数は、平成３０年は前年比で増

加したものの、減少傾向で推移している。また、軽井沢のスキーバス事故以降、

新聞等をにぎわす社会的な影響の大きい事故は発生しておらず、巡回指導が事故

件数の減少に少なからず貢献しているのではないか、と評価している。 

 

 全国の貸切バスの事業者側に主たる責任がある人身事故件数 

H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 R2 年 

302 276 308 234 95 

      （（公財）交通事故総合分析センター「事業用自動車の交通事故統計」より出典） 

 

 〇当センターでは年 1 回全営業所を巡回指導するために指導員の確保等体制整備

を図り、巡回指導を推進しているところであるが、コロナの影響等により事業者

が減少し、これが更に進展した場合には、負担金収入との関連で指導員の維持、

確保をどのようにしていくのかが課題となる。 

 

（３）今後のセンターの在り方について 

センター発足後５年が経過し、今一度安全・安心な貸切バスの運行を実現する

という目的を再認識するとともに、巡回指導を通じて直接事業者と触れ合うこと

に意義があり、未だ取り組み途上にある事業者への対応と取り組みの深化を更に

促進する必要がある。 

    今後は安定的な経営基盤の上に立ち、巡回指導を堅実に実施しすることにより

貸切バス事業の安全を担保するとともに安全な乗り物として利用者の信頼を得

られるよう、不断の努力を継続することが重要であると認識している。 
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令和３年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」 

第３４条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在

しないので作成しない。 

 

 

 

 

令和４年５月 

公益財団法人 関東貸切バス適正化センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


